
労働基準監督機関と公正取引委員会・経済産業省への通報制度の強化策

厚生労働省 公正取引委員会・経済産業省

労働基準監督機関
（都道府県労働局・
労働基準監督署）

公正取引委員会
（本局・地方事務所等）

中小企業庁・経済産業局等

中小企業
（下請事業者・特定物流事業者）

・下請法第４条違反
・物流特殊指定に係る独占禁止法第19条違反

⑵通報

⑴臨検監督
①以下の労働基準関係法令違反が認められ、
・労働基準法第24条、第32条違反等

②その違反の背景に親事業者による下請法違反行為・
特定荷主による物流特殊指定違反行為の存在が疑われ、

③下請事業者・特定物流事業者が通報を希望した場合

⑶立入検査
法違反が認められた場合、勧告・公表等

⑷報告

親事業者・特定荷主
【強化策】
③の「通報を希望した場合」の要件を廃止し、①と②のみ
で通報することとする。
平成30年11月運用開始（予定）

※ 上図の強化策のほか、労働基準監督署で把握している短納期発注による長時間労働について特徴的な事例（下請法違反の疑いが
あるもの）を追加収集し、取引関係の所管官庁の相談窓口とともに、全国社会保険労務士会連合会等に情報提供を行う予定。

※ 建設業においても、国土交通大臣許可の親事業者に対しては、上図と同様の対応を行う。
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